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町　名

深 江 町

支　援　セ　ン　タ　ー　名

子育て支援センターラポール
 （山陰保育園）　☎７２‒２３６２

開 設 日 時

月～土曜日
9：00～14：00

イ ベ ン ト ・ 講 習 会 情 報

深 江 町
支援センターみずすまし

 （深江保育園）　☎７２‒３３２３
火・木～土曜日
9：00～14：00

布 津 町
子育て支援センターひよこ

 （寺田保育園）　☎７２‒３５９４
月～土曜日
9：00～14：00

有 家 町
有家子育て支援センター

 （新切保育園）　☎７６‒８７８７
月～金曜日
9：00～14：00

・12月20日㈯　ゴスペルコンサート
・12月26日㈮　フリーマーケット

・12月９日㈫　簡単おやつ作り
・12月18日㈭　お正月飾りを作ろう

・12月12日㈮　親子ヨガ教室
・12月19日㈮　クリスマス会

・12月16日㈫　クリスマスケーキ作り
・12月18日㈭　お正月花を生けてみよう

・12月17日㈬　乳児の歯について
・12月19日㈮　カレンダー作り

・12月９日㈫　クリスマス飾り作り
・12月16日㈫　クリスマスケーキ作り

・12月８日㈪　クリスマスリース作り
・12月24日㈬　クリスマスお話し会

・12月11日㈭　看護師による講話
・12月18日㈭　手作りおもちゃ制作

西有家町
子育て支援センターほっと 

（須川保育園）　☎８２‒００２６
月～金曜日
9：00～14：00

南有馬町

口之津町

加津佐町

蓮の実クラブ 
（ひかり保育園）　☎８５‒３５２９

たまみねすくすくサロン
（玉峰保育園）　☎８６‒４８１６

子育て支援センターあたご
（愛宕保育園）　☎８７‒４０５１

月～土曜日
9：00～17：00

月～金曜日
9：00～14：00

月～金曜日
9：00～14：00

＊市ホームページに各支援センターの行事予定などを掲載しています。 南島原子育て支援センター

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市は、子育て親子を応援します。
お悩み、ご相談がある場合は、お気軽に連絡ください。 
また、市内16ヵ所にある子育て支援センターでも、
子育てに関する相談、情報提供を行っています。

問こども未来課　☎０５０（３３８１）５０５０

南島原にゅーす 問 選挙管理委員会事務局　☎０５０（３３８１）５０２０
または 農業委員会事務局　☎０５０（３３８１）５０９０

　毎年１月１日は、農業委員会委員選挙人名簿の申請基準日です。申請書は、農事実行組合長を通じて耕作面
積10アール以上の農地台帳登載世帯に配布しますので、期限までに提出してください。
　万が一、申請書が届いていない場合は、市ホームページからダウンロード、または各支所や選挙管理委員会
事務局、農業委員会事務局にも備えています。

農業委員会委員選挙人名簿の登載申請は期限内に

〆 平成27年１月10日㈯
※ただし、１月10日は週休日のため、
なるべく１月９日㈮までに提出を
お願いします。
　　　　　　　　
■ 提出先
　農業委員会事務局または各支所

■ 選挙権を有する人の範囲
　市に住所を有する満20歳以上の人（平成７年４月1日までに生まれた
人）で、次のいずれかに該当する人

①10アール以上の農地で耕作の業務を営む人
②①の同居の親族または同居の親族の配偶者で、年間60日以上耕作に 
従事する人

③10アール以上の農地を耕作する農業生産法人の組合員、社員または
株主で年間60日以上耕作業務に従事している人

南島原にゅーす 問 こども未来課　☎０５０（３３８１）５０５０

■ 今回の改正で新たに手当を受け取れる場合
・お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢
年金を受給している場合

・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを
受給している場合

・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額
の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

■ 支給開始日
　平成27年３月までに申請した場合、平成26年12月
分から支給されます。
※市では、今回の改正で対象になる人を把握すること
ができないため、それぞれのご家庭に手続のご案内
をすることができません。早めに問い合わせいただ
き、忘れずに手続きを行ってください。

　これまで公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給する人は児童扶養手
当を受給できませんでしたが、12月から、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手
当を受給できることになりました。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

児童扶養手当法の一部が改正されます

※選挙人名簿への登載は、申請を原則としています。選挙人名簿に登載されないと、農業委員会委員の選挙が
行われても投票できません。選挙権を有する人はもれなく申請しましょう。なお、平成27年は農業委員会委
員の任期満了の年です。

南島原にゅーす 問 農林課　☎０５０（３３８１）５０６０

ジャガイモ・たばこの病気を皆で防ぎましょう
　ジャガイモ塊茎えそ病・黄斑え
そ病被害を防ぐため、５つのこと
に注意しましょう。
　家庭菜園での自家種使用は、発
病・被害拡大の原因となります。
家庭菜園する人も種イモの更新に
ついては、ご協力をお願いします。 1

種イモの更新

3
適正な農薬散布

4
畑を見回る

5
畑に残ったジャガイモを拾う

2
ジャガイモと葉たばこ畑が
100m離れている

かいけい おうはん


